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令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

第

十

五

号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
六
号

・

第
七
号
）

○
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則　

�

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政

　

治
団
体
の
政
治
活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

�
（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
六

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
六
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
中
「
第
八
十
七
条
の
二
」
を
「

第
八
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
又
は
第
六
項
」
を
「
若
し
く
は
第
六
項
又
は
法
第
八
十
七
条
の

三
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
第
八
十
七
条
の
二
」
を
「
第
八
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
、
法
第
六
十
一
条
又
は
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
又
は
法
第
六
十
一
条
」
に
改

め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
七
号

　
　
　

福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
中
「
福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
使
用
料
条
例
」
を
「
福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ

ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
条
本
文
中
「
使
用
し
よ
う
と
」
を

「
利
用
し
よ
う
と
」
に
、
「
使
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
、
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

　

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
利
用
料
金
の
減
免
）

第�

三
条　

条
例
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
（
以
下
「
減
免
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利
用
料
金
の
額
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

　

一�　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
大
学
を
除
く

。
）
が
教
育
の
一
環
と
し
て
研
修
又
は
訓
練
を
行
う
た
め
利
用
す
る
場
合　

利
用
料
金
の
全
額

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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二�　

地
方
公
共
団
体
が
社
会
教
育
に
関
す
る
研
修
又
は
訓
練
を
行
う
た
め
利
用
す
る
場
合　

利
用
料

金
の
全
額

　

三　

十
八
歳
以
下
の
青
少
年
が
研
修
又
は
訓
練
を
行
う
た
め
利
用
す
る
場
合　

利
用
料
金
の
全
額

　

四�　

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
が
研
修
又
は
訓
練
を
行
う
た
め
利
用
す
る
場
合　

利
用

料
金
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額

　

五�　

社
会
教
育
関
係
団
体
等
が
研
修
又
は
訓
練
を
行
う
た
め
利
用
す
る
場
合　

利
用
料
金
の
五
十
パ

ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額

　

六　

知
事
が
公
益
上
必
要
と
認
め
る
場
合　

利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
利
用
者
は
、
利
用
料
金
減
免
申
請
書

（
別
記
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
利
用
料
金
の
還
付
）

第�

四
条　

条
例
第
二
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
利
用
料
金
の
還
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利
用
料
金
の
額
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一�　

天
災
地
変
そ
の
他
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
で
利
用
で
き
な
く
な
つ
た

場
合　

利
用
料
金
の
全
額

　

二�　

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、
特
に
必
要

と
認
め
る
場
合　

指
定
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
額

　

第
五
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
中
「使

用
料
減
免
申
請
書

」
を
「利
用
料
金
減
免
申
請
書

」
に
、
「使

用
料

」
を
「利

用

料
金

」
に
、
「使

用

」
を
「利

用

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

　

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
政
治

活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　

�　

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の

政
治
活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
政
治

活
動
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
五
日
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
九
号
様
式
の
四
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
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第十九号様式の四（参議院比例代表選出議員の選挙）

備
考

（ふりがな）
参議院名簿登載者の氏名

（ふりがな）
略　　称

　
　
　
何
年
何
月
何
日
執
行
　
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

　
　
　
　
 
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
氏
名
掲
示

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
何
市
（

区
）
（

町
）
（

村
）

選
挙
管
理
委
員
会

四
　
掲
示
用
紙
の
規
格
等
は
、

選
挙
の
都
度
、

県
の
委
員
会
が
定
め
る
。

三
　
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
、

略
称
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、

縦
書
き
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

ふ

　
り
が
な
を
付
け
、

特
定
枠
名
簿
登
載
者
の
順
位
に
つ
い
て
は
横
書
き
と
す
る
こ
と
。

二
　
参
議
院
名
簿
登
載
者
（

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て

 
い
る
者
（

以
下
「

特
定
枠
名
簿
登
載
者
」

と
い
う
。
）

を
除
く
）

の
氏
名
の
掲
示
の
掲
載
は
、

参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
に
従
い
、

 
右
か
ら
行
う
こ
と
。

特
定
枠
名
簿
登
載
者
の
氏
名
等
の
掲
示
に
つ
い
て
は
、

特
定
枠
名
簿
登
載
者
以
外
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
と
区
分
し

 
て
、

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
上
で
、

当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
次
に
掲
載
す
る
こ
と
。

一
　
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
の
掲
載
は
、

法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
本
文
の
く
じ
で
定
め
る
順
序
に
従
い
、

上
か
ら
行
う
こ
と
。

 
（

順

位
）
（

氏

名
）

（ふりがな）
参議院名簿届出

政党 等の 名称

優
先
的

に
当
選
人

と

な
る
べ

き
候
補

者

優
先
的

に
当
選
人

と

な
る
べ

き
候
補

者

 
（

順

位
）
（

氏

名
）

（

投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を
す
る
場
所
そ
の
他
適
当
な
箇
所
に
お
け
る
掲
示
）
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第
十
九
号
様
式
の
五
そ
の
四
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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4

備
考

（ふりがな）
参議院名簿登載者の氏名

（ふりがな）
略　　称

　
　
　
何
年
何
月
何
日
執
行
　
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

　
　
　
　
 
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
氏
名
掲
示

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
何
市
（

区
）
（

町
）
（

村
）

選
挙
管
理
委
員
会

四
　
掲
示
用
紙
の
規
格
等
は
、

選
挙
の
都
度
、

県
の
委
員
会
が
定
め
る
。

三
　
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
、

略
称
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、

縦
書
き
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

ふ

　
り
が
な
を
付
け
、

特
定
枠
名
簿
登
載
者
の
順
位
に
つ
い
て
は
横
書
き
と
す
る
こ
と
。

二
　
参
議
院
名
簿
登
載
者
（

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て

 
い
る
者
（

以
下
「

特
定
枠
名
簿
登
載
者
」

と
い
う
。
）

を
除
く
）

の
氏
名
の
掲
示
の
掲
載
は
、

参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
に
従
い
、

 
右
か
ら
行
う
こ
と
。

特
定
枠
名
簿
登
載
者
の
氏
名
等
の
掲
示
に
つ
い
て
は
、

特
定
枠
名
簿
登
載
者
以
外
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
と
区
分
し

 
て
、

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
上
で
、

当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
次
に
掲
載
す
る
こ
と
。

一
　
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
の
掲
載
は
、

法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
本
文
の
く
じ
で
定
め
る
順
序
に
従
い
、

上
か
ら
行
う
こ
と
。

 
（

順

位
）
（

氏

名
）

（ふりがな）
参議院名簿届出

政党 等の 名称

優
先
的

に
当
選
人

と

な
る
べ

き
候
補

者

優
先
的

に
当
選
人

と

な
る
べ

き
候
補

者

 
（

順

位
）
（

氏

名
）

そ
の
四
（

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
）
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を　
　
　
　

に
、　
　
　

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

�　
�����

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

北
九
州
市
（
小
倉
北
区
）
の
表
中

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

一　

病
院　

飯
塚
市
の
表
中　

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
表
中

医
療
法
人
葵
会
老
人
保
健
施
設
エ
バ
ー
グ
リ

ー
ン

〃　
　
　

〃　
　
　

大
畠
二
丁
目
六
番
四
八

号

介
護
老
人
保
健
施
設
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン

〃　
　
　

〃　
　
　

大
畠
二
︲
六
︲
四
八

飯
塚
病
院

飯
塚
市
芳
雄
町
三
番
八
三
号

た
て
い
わ
病
院

〃　
　

立
岩
一
七
二
五

飯
塚
記
念
病
院

〃　
　

鶴
三
緒
一
四
五
二
の
二

飯
塚
病
院

飯
塚
市
芳
雄
町
三
︲
八
三

飯
塚
記
念
病
院

〃　
　

鶴
三
緒
一
四
五
二
︲
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
い
し
ず
え
荘

〃　
　

入
地
字
治
部
の
下
二
二
六
二
︲
一

養
護
老
人
ホ
ー
ム
楠
寿
園

み
や
ま
市
瀬
高
町
長
田
三
一
四
四

社
会
福
祉
法
人
朋
寿
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
冨
寿
園

〃　
　
　

〃　
　

松
田
四
八
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
い
し
ず
え
荘

〃　
　

入
地
字
治
部
の
下
二
二
六
二
︲
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
冨
寿
園

み
や
ま
市
瀬
高
町
松
田
四
八
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

あ
か
り

〃　
　

〃　
　

大
字
築
城
一
六
五
︲
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

あ
か
り

〃　
　

〃　
　

大
字
築
城
一
六
五
︲
一

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
桜
Ⅱ
番
館

〃　
　

〃　
　

大
字
東
八
田
八
〇
二


